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中国には「金九銀十」という言葉があります。中国の故

事成語っぽいですが、一年のうちの9月と10月の中国国内の

雰囲気を表す言葉としてニュース等でよく引用される言葉

です。元々は旧暦の9月と10月が農作業の収穫時期にあたり、

人々が最も豊かになる時期で経済活動も活発になることか

ら、「金」や「銀」といった経済的な富を象徴する言葉で9

月と10月を表現したものです。それが転じて、中国の人達

の消費活動や不動産取引が期待される時期として使われた

りもします。 

 特に今年は9月の中秋節の連休と10月の国慶節の連休が

合わさって8連休になったため、春から夏にかけて低迷気味

の中国景気の起爆剤になるのではと期待されていました。9

月30日の文化旅行部門による事前予想によれば、連休期間

中における中国国内の旅行者数は8.96億人、観光収入は

7825億人民元（約16兆300億円）に達するとされていました。

これに対して、10月7日に文化旅行部門が発表したところで

は、今年の連休期間中（9月29日～10月6日）、中国国内の

旅行者数は約8.26億人、観光収入は7534億人民元（約15兆

4000億円）に留まり、旅行者数と観光収入ともに同部門の

事前予想を下回る数値になっていました。もっとも、同日

の発表内容を見ると、コロナ前の2019年の統計数値が挙げ

られており、2019年との比較で旅行者数が4.1％増加し、観

光収入が1.5％増加し、安定的な回復を果たしている、とさ

れていました。 

常に国が発展成長する姿を国民に提示することを好む中国

らしい発表内容とみるか、または低迷する景気の起爆剤と

なるべく過剰に期待し過ぎた統計数値とみるか、数字の並

べ方と見せ方次第かなという気がします。ただ、国慶節期

間中に上海の空港で多くの旅行者が長蛇の列をなす姿を久

しぶりに見ると、中国の人達の財布の紐も少しずつ緩んで

いるのも事実かなという気もします。 

 連休期間中の旅行者数等といった統計数値に関して、

中国でも「統計法」という法律があり、中央政府が行う統

計活動、行政部門が行う統計活動、地方政府が行う統計活

動等に分かれて管理されています。統計法自体は1983年か

らある古い法律で、虚偽の統計情報の作成には厳罰を課す

と共に、虚偽検挙のための情報提供には表彰や奨励をする

といった規定を設けるあたりは中国らしさを感じます。 

また上記のような旅行や娯楽を含む文化活動の統計につい

ては、それぞれ「旅行統計管理弁法」と「文化統計管理弁

法」という別の行政規則がありましたが、最近では旅行と

文化活動を融合していく流れになっており、いずれもコロ

ナ期間中の2020年に廃止され、旅行や文化活動、更には健

康を意識した野外活動等を融合した消費促進のための政策

や管理通知がいくつも出てきています。たしかに、中国で

は旅行を兼ねたキャンプやトレッキング、旅行先での様々

な体験ツアーなどが流行してきており、こちらも見せ方次

第で相乗効果が生まれるのかもしれません。  
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